
 

平成２９年度長崎市少年サッカー新人大会（U11 後期リーグ）要項  

 

１ ．主   催  長 崎市 サ ッカ ー 協会  

２ ．期   日  平 成２ ９ 年１ ０ 月９ 日 ・１ ４日 ・ １５ 日・ ２ １日 ・ 予備 日 ２２ 日 ・プ レー オ フ１ １月 ５ 日  

３ ．会   場  か きど ま り運 動 広場  他  

４ ．参 加 資 格  

①  平成 ２ ９年 度に 長 崎市 サ ッカ ー 協会 に 登録 し てい る小 学 生 (４ 種 )チー ム 及び 個 人 で、 こ れに 登録 さ れ

た５ 年 生ま での う ち、 ス ポー ツ 安全 傷 害保 険に 加 入し た児 童 であ る こと 。  

②  未登 録 選手 は、 イ ンタ ー ネッ ト によ る web 登録 され 、 登録 料 を納 め た者 を資 格 有 効と し ます 。 申 込

期日 以 降は 参加 選 手の 変 更又 は 追加 は 認め ませ ん (背番 号の 変 更も 認 めま せ ん )。  

③ 同一 加 盟チ ーム か らの 複 数出 場 チー ム にお い ては 、前 期 リー グ から の 選手 入 替 (同 一加 盟 チー ム内 の

移動 )に つい て、 申 込期 限 まで 認 めま す 。た だし 、 選手 全て の 入替 は 認め ま せん 。  

④  選 手は 、 「選 手 証」 も しく は｢電子 選 手 証の 印 刷物 」 (い ず れも 写 真
ち よ う

貼
ふ

付 のも の )を 提 示 する こ と。 そ

れ以 外 の印 刷物 は 選手 証 の代 用 とは な りま せん 。  

⑤  帯同 審 判の 登録 に つい て は、 日 本サ ッ カ ー協 会 に登 録 (４ 級 以上 )し た者 と しま す 。  

５ ．選 手 の 登 録 人数 及 び ス タッ フ  

①出 場 登録 でき る 選手 は ２０ 名 及び ス タッ フは ３ 名 (い ずれ も ベン チ 入り 可 )まで と し 、登 録 選手 の中 か ら

試合 毎 に先 発選 手 及び 控 え選 手 をメ ン バー 表に 記 載  （ ○付 け を） し 、試 合開 始 30 分 前 (厳 守 )まで に

当該 会 場の 大会 本 部へ 提 出す る こと 。  

②ス タ ッフ は引 率 指導 者 とし て 当該 チ ーム を掌 握 指導 する 責 任あ る 指導 者 であ る こと 。  

また 、 １名 以上 が 日本 サ ッカ ー 協会 公 認コ ーチ 資 格 (D 級 コ ーチ 以 上 )を 有 して おり 、 その 者 が試 合毎 に

ベン チ 入り して い るこ と を原 則 とし ま す。  

６ ．競 技 規 則  

本大 会 は２ ０１ 7 年度 日本 サ ッカ ー 協会 ８ 人制 サ ッカ ール ー ル 制 定 及び 第 ４種 部 会確 認事 項 によ り行 う

もの と しま す。  

７ ．試 合 方 法  

①大 会 はブ ロッ ク 毎で 予 選リ ー グを 行 い、 各ブ ロ ック 上位 ２ チー ム が決 勝 トー ナ メン トへ 進 みま す 。  

・予 選 リー グは ブ ロッ ク 内で の 勝ち 点 制と しま す 。  

勝ち 点 は、 《勝 ち ＝３  引分 け ＝１  負け ＝０ 》 とし 、勝 ち 点の 大 きい 方 から 上 位と しま す 。  

勝ち 点 が同 じ場 合 の優 先 順位 は 、Ⅰ ： 得失 点差  →Ⅱ ： 総得 点  → Ⅲ ：直 接 対決 の 勝者 →  

Ⅳ： 抽 選の 順で 決 定し ま す。  

②試 合 時間 は、 予 選リ ー グを ３ ０分 (15 分 -5 分 -15 分 ）と し、 決 勝ト ー ナメ ン トは ４０ 分 (20 分 -5 分

-20 分） とし ま すが 、 決勝 ト ーナ メ ント に おい て 時間 内に 勝 敗が 決 しな い 場合 は 、Ｐ Ｋ（ ３ 人） 方式

によ り 次回 戦進 出 チー ム を決 定 しま す 。但 し、 決 勝戦 と長 崎 県大 会 出場 の 推薦 に 関わ る試 合 につ いて

は、 １ ０分 間を 限 度と し て延 長 戦を 行 い、 それ で も決 しな い 場合 は 、Ｐ Ｋ （３ 人 ）方 式に よ り優 勝チ

ーム 及 び次 回戦 進 出チ ー ムを 決 定し ま す。 (西彼 地 区と のプ レ ーオ フ にお い ては 別 途提 示す る )  

③選 手 交代 は登 録 メン バ ー全 員 (２０ 名 )に つい て 出場 でき る こと と し、 交 代で 退 いた 選手 が 再び 出場 す

る自 由 な交 代を 認 めま す 。  

④競 技 者は ８人 （ うち １ 人 は GK） とし 、 ６人 未 満に なっ た 場合 、 試合 を 不成 立 とす るが 、 その 要領 は

「第 ４ 種委 員会 確 認事 項 」に よ るも の とし ます 。  

⑤競 技 者が 退場 を 命じ ら れた 場 合、 そ の競 技者 の チー ムは 、 交代 要 員の 中 から 競 技者 を補 充 でき ます 。  

⑥コ ー チン グは 、 テク ニ カル エ リア 内 にお いて 、 ベン チ入 り スタ ッ フの １ 名が 、 起立 して 行 う場 合の み

を可 能 とし ます 。  



⑦ゴ ー ル及 びピ ッ チサ イ ズは 「 第４ 種 委員 会確 認 事項 」 に よ るも の とし ま す。  

⑧選 手 交代 は、 交 代ゾ ー ンか ら 行わ な けれ ばな り ませ ん。 そ の際 、 FP の 場合 は 、審 判の 承 認を 得る 必

要は あ りま せん が 、GK の 交 代は ア ウト オ ブプ レ ー時 に主 審 の承 認 を得 て 行う も のと しま す 。  

⑨使 用 球は ４号 Ｊ ＦＡ 検 定球 と し、 各 チー ム１ 個 の持 ち寄 り とし ま す。  

⑩本 リ ーグ 期間 （ 前・ 後 期リ ー グ） 中 、警 告を ２ 回う けた 選 手は 、 次の １ 試合 に 出場 でき ま せん 。ま

た、 退 場と なっ た 選手 は 次の 試 合に 出 場で きず 、 それ 以降 の 処置 に つい て は規 律 委員 会に お いて 決定

しま す 。  

９ ．服   装  

①ユ ニ フォ ーム は 、色 の 異な る ２着 を 参加 申込 み 時（ 出場 選 手登 録 書） に 登録 し 、試 合に 際 して は登 録

した 物 を着 用す る こと (試 合毎 の 変更 は 認め ませ ん )。な お、 そ の他 に つい て は そ の 他に つい て は、

「日 本 サッ カー 協 会ユ ニ フォ ー ム規 程 」及 び「 第 ４種 委員 会 確認 事 項」 に よる も のと しま す 。  

②ス パ イク は固 定 スタ ッ ドに 限 りま す 。取 り替 え スタ ッド は 認め ま せん 。  

③審 判 員は 審判 服 着用 (黒 色 )・ 胸 ワッ ペ ン 掲示 を する こと 。  

８ ．提   示  

①出 場 選手 は、 試 合日 毎 に大 会 本部 に て「 選手 証 」を 提示 し チェ ッ クを 受 ける も のと しま す 。  

チェ ッ クの 要領 は 「第 ４ 種委 員 会確 認 事項 」に よ るも のと し ます 。  

②ベ ン チ入 り指 導 者で 公 認コ ー チ資 格 保持 者（ １ 名） は、 試 合日 毎 に大 会 本部 役 員に 「公 認 指導 者ラ イ

セン ス 認定 証」 を 提示 す るこ と 。  

③帯 同 審判 員（ 主 審・ 副 審と も ）は 、 試合 日毎 に 大会 本部 役 員に 「 審判 員 証」 を 提示 する こ と。  

10．監 督 会 議 及 び抽 選 会  

平成 ２ ９年 ９月 ２ ９日 （ 金） １ ９： ０ ０～  市 民 会館  

監督 会 議で は決 定 事項 が ある の で 必 ず 監督 又は チ ーム で決 定 権を も つ代 表 責任 者 が出 席す る こと 。  

11．参  加  料   ７ ,００ ０ 円（ 監督 会 議 の受 付 にて 徴収 し ます ）  

12．参 加 申 込 み  

下記 14 の要 領 にて 「 専用 アド レ ス」 へ 平 成 ２９ 年 ９ 月 ２ ４日 (日 )午 後 7 時 迄 (厳守 )にメ ー ルで 申し 込

むこ と 。  

★  nfa_u11@yahoo.co.jp （ ９月 ２ ５日 以降 は 受信 不可 ）  ※  はア ン ダー バ ーで す  

13．リ ー グ 出 場 選手 の 登 録 申込 先 と 締 切 り  

ホー ム ペー ジ「 レ ジス タ 」の 〔 公式 戦 〕→ 〔新 人 大会 〕→ 「 選手 登 録様 式 」よ り ファ イル を ダウ ンロ ー

ドし 、 必要 項目 入 力の 上 、平 成 ２９ 年 ９月 ２４ 日 午後 7 時 （ 厳守 ） 迄に 上 記の 専用 ア ドレ ス へメ ール

に Excel（ フ ァイ ル 名を 漢 字又 はカ タ カナ の「 チ ーム 名」 と する ） 添付 の 上で 申 し込 むこ と 。  

14．注 意 事 項  

①開 会 式は 行い ま せん 。 閉会 式 につ い ては 、１ ０ 月 21 日 決勝 戦 終了 後に 行 う予 定 で す。  

②本 リ ーグ の結 果 によ り 、１ ６ チー ム (各パ ート ２ 位以 内 )が 「 平 成 29 年度 長 崎市 少 年 サッ カ ー新 人大 会

決勝 ト ーナ メン ト 」へ の 権利 と 義務 を 有し ます 。 （但 し、 前 期の み 又は 後 期の み の参 加は 決 勝ト ーナ メ

ント へ の出 場資 格 は有 し ませ ん ）。 県 大会 枠は 8.5 です 。 (長崎･西 彼 地区 の プレ ーオ フに よ り開 催地 枠

１を 決 定し ます )  

③② の 16 チ ー ムの う ち、 決勝 ト ーナ メ ン ト 1 回戦 に て敗 退 した 8 チ ー ムの 中 から 上 位 2 チー ム が長 崎

西彼 地 区プ レー オ フへ の 権利 と 義務 を 有 し ます 。 上位 2 チ ー ムは 8 チ ー ムに よ るト ー ナメ ン トに より

選出 し ます 。  

③大 会 規律 委員 会 は以 下 の人 員 によ り 構成 され ま す。  

大会 規 律委 員会  委 員長 ： 岩崎 信義  

委  員 ：第 ４種 （ 委員 長 ・審 判 部長 ・ 審判 部副 部 長・ 技術 部 長）  

※こ の 要項 に関 す るご 質 問等 が ござ い まし たら 、 ９月 ２５ 日 まで に ４種 委 員長 （ 桑原 ）へ 連 絡く だ さ い 。  


